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３
町
村
と
も
合
併
の
必
要
性
は
認
め
て

は
い
る
も
の
の
、
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と
、
合
併
時
期
に
つ
い
て
の
考
え
に
相
違

が
生
じ
ま
し
た
。

　

こ
の
結
果
、
３
町
村
が
そ
れ
ぞ
れ
の
取

り
組
み
を
行
う
た
め
、
協
議
会
を
解
散
す

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

協
議
会
は
解
散
し
ま
し
た
が
、
1
千
8

8
項
目
の
事
務
事
業
一
元
化
の
検
討
や
行

財
政
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
作
成
な
ど
に

よ
っ
て
、
行
財
政
の
現
状
把
握
や
今
後
の

あ
り
方
を
検
討
し
て
い
く
上
で
、
参
考
と

な
る
資
料
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

　

同
時
に
、
協
議
会
で
の
議
論
や
各
町
村

が
実
施
し
た
住
民
説
明
会
等
を
通
じ
て
、

多
く
の
住
民
の
方
に
、
将
来
の
ま
ち
づ
く

り
に
つ
い
て
考
え
て
い
た
だ
く
き
っ
か
け

に
な
っ
た
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

今
後
、�
�
�
�
�
�
�
や
国
の
財
政

の�
�
�
�
�
�
な
ど
の
流
れ
の
中
で
、

個
性
豊
か
で
活
力
あ
る
地
域
社
会
を
実
現

し
て
い
く
た
め
に
、
財
政
再
建
は
も
と
よ

り
、
住
民
の
皆

さ
ん
や
地
域

社
会
活
動
を

行
う
団
体
の

皆
さ
ん
が
当

別
町
と
連
携

し
協
働
し
な

が
ら
、
地
域
づ

く
り
を
進
め

て
い
く
必
要

が
あ
る
と
考

え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
行
財
政
シ
ス
テ
ム
の
再
構

築
を
図
る
た
め
に
次
の
４
つ
を
柱
と
し
た

改
革
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

�
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�
〜
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

上
で
住
民
の
皆
さ
ん
と
行
政
と
が
ま
ち
づ

く
り
に
つ
い
て
、
意
見
交
換
や
情
報
交
換

が
で
き
る
電
子
会
議
室
の
設
置
な
ど
。
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�
�
〜
幼
稚
園
・
保
育

所
の
統
合
や
上
・
下
水
道
事
業
の
民
間
委

託
な
ど
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
〜
事
務
効
率
化
に

よ
る
町
組
織
の
再
編
と
町
職
員
定
数
の
削

減
な
ど
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
〜
歳
入
の
確
保
の

た
め
、
町
税
、
国
保
税
、
公
営
住
宅
の
使

用
料
等
の
収
納
部
署
の
一
元
化
な
ど
。

　

今
後
は
こ
の
取
り
組
み
に
よ
り
、
総
合

計
画
の
推
進
基
盤
を
確
立
さ
せ�
�
�
�

�
�
�
�
�
の
実
現
を
目
指
し
て
い
き
ま

す
。

　

な
お
、
将
来
の
合
併
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ま
で
の
検
討
か
ら
得
た
も
の
を
踏
ま
え

て
、
住
民
の
皆
さ
ん
と
情
報
を
共
有
し
、

共
に
検
討
を
進
め
な
が
ら
、
当
別
町
の
ま

ち
づ
く
り
の
基
本
方
針
な
ど
に
つ
い
て
、

協
議
相
手
か
ら
理
解
が
得
ら
れ
る
場
合

に
、
合
併
協
議
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

　

平
成　

年
７
月　

日
に
当
別
・
月
形
・

１５

３０

新
篠
津
任
意
合
併
協
議
会
（
以
下
「
協
議

会
」
と
い
う
。）
を
設
置
し
、
そ
の
経
過
は

広
報
を
通
じ
て
シ
リ
ー
ズ
で
町
民
の
皆
さ

ん
に
お
知
ら
せ
し
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
３
町
村
の
合
併
協
議
に

対
す
る
考
え
方
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
こ
と

か
ら
本
年
６
月　

日
を
も
っ
て
協
議
会
を

３０

解
散
し
ま
し
た
。
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合
併
は
、
行
財
政
改
革
の
有
効
な
手
段

の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
現
行
の

合
併
特
例
法
の
も
と
で
の
合
併
を
検
討

し
て
き
た
。

　

現
在
の
社
会
経
済
情
勢
を
踏
ま
え
る

と
、
行
財
政
改
革
を
急
ぐ
必
要
が
あ
り
、

合
併
時
期
が
不
明
確
な
ま
ま
、
合
併
協
議

を
長
期
化
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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現
行
の
合
併
特
例
法
の
も
と
で
の
合

併
と
い
う
住
民
投
票
の
結
果
を
踏
ま
え
、

合
併
を
推
進
す
る
こ
と
と
し
た
が
、
合
併

は
３
町
村
の
枠
組
が
前
提
で
あ
り
、
現
状

で
は
、
現
行
法
の
も
と
で
の
３
町
村
に
よ

る
協
議
継
続
は
難
し
い
。

　

協
議
会
解
散
後
は
、
合
併
の
取
り
組
み

や
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等
の
基
本
方

針
を
定
め
、
地
域
づ
く
り
と
い
う
も
の

を
、
改
め
て
月
形
町
に
お
い
て
議
論
し
、

住
民
の
合
意
を
得
な
が
ら
合
併
を
進
め

て
い
き
た
い
。
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昨
年　

月
に
、
月
形
町
が
自
立
表
明
し

１１

た
こ
と
に
よ
り
、
協
議
会
は
終
わ
っ
て
い

る
と
判
断
し
て
い
る
。
こ
の
協
議
会
は
、

形
式
上
残
っ
て
い
る
が
、
協
議
を
継
続
す

る
意
味
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

　

合
併
の
必
要
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は

な
い
が
、
合
併
新
法
が
で
き
た
の
で
、
現

行
の
合
併
特
例
法
に
は
こ
だ
わ
ら
ず
、
枠

組
み
を
含
め
て
合
併
を
検
討
し
て
い
く
。
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質
問
、
ご
意
見
な
ど
は
、
企
画
課
（�

２
３
―
3
0
4
2
）
へ
。
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　今日は西当別小学校の運動会だった。この
学校は校舎が徐々に大きくなりグランドが狭
くなった為、全校生徒６６６名もいるので親が見
物する場所取りがなかなか大変である。あら
かじめ生徒がくじ引きで自分の家の場所を決
めたらしい。
　小樽の娘の話では都市の中心部の学校は近
年児童数が減って場所取りなどはなく、自分の
西当小時代とは逆の現象だと笑っていた。　
　グランド一杯にすき間なく座っていた家族
席はみんな我が子の雄姿を写そうとビデオカ
メラが放列していた。
　本部席から校庭の景色を見て、なんて緑が少
ないんだろうと気づいた。学校の周りにもっ
と沢山木があったらカメラの写真も絵になる
と思うが、これと云った象徴的な木もなく、と
ても寂しく感じた。むしろ昔より校門の辺り
は木が少なくなったように思った。きっとみ
んなのビデオカメラに想い出になるような木
が写ってないだろう。
　晴天の中プログラムが順調に進んで低学年
の徒競走が始まった。
　スタートしてすぐ一人の子が集団から大分
おくれ、トップがすでにテープを切ったのに正
面のテント前を笑顔で走ってもうトラックに
他の子が一人もいなくなってからやっとゴー
ルした。その時、担任の先生らしい人がかけ寄
り両手で体ごと抱きしめて一生懸命声をかけ
ていた。
　私のいた本部席まで二人の会話は聞こえて
こないが、その光景に胸が熱くなった。
　昔ながらの「紅白玉入れ」や「綱引き」競技
もあり、女子の「騎馬戦」迄あって楽しい運動
会だった。
　なんと云っても障害のある子が完走したの
を先生がうれしそうに称えたらしいグランド
の二人の師弟の姿がいつまでも心に残った。
　誰かあの美しいシーンを写しているだろうか。
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　チャレンジショップの位置は本通商店街、やまだ靴店跡（弥
生５２番地）になります。

���������	
����　
　２０歳以上で、町内で継続的に商売をしたい情熱と企業意欲
にあふれた方ならどなたでも構いません。ただし、飲食業は
除きます。　開業にあたり、経営指導、経営診断などの支援や
アドバイスをします。
　店舗は３店募集します。（１店舗あたり約１０�）
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　水道光熱費、除雪費などの実費がかかります。

��������	
��　
　６カ月間です。ただし、出店者から延長希望があったとき

は、１回のみ更新できます。
　また、ショップオーナーとして独立で
きる見通しがついたとき、チャレンジ
ショップを卒業して、本格的に空き店舗
に入居することもできます。
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　営業時間は１０時から２０時までです。　

　　　　　　　　　　 定休日は月曜日です。
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　平成１６年８月１日（日）がオープン予定です。
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　町商工会にある所定の申込書に必要事項を記入し、希望者
の履歴書（市販のもの）を添えて、７月２０日（火）までに提
出してください。出店者は審査の上、決定します。

��������	

�０６１－０２２６　当別町錦町１２４８番地
当別町商工会（�２３－２４４７/�２３－２５７０）

　最近、町の中心市街地では、人口減少と高齢化などを背景
に、後継者不足から空き店舗が増加し、空洞化現象が進んで
います。このことから、町商工会では、商店街の活性化を目
的とした空き店舗対策として、空き店舗の一部を店舗開業希
望者に家賃無料でお貸しする創業支援事業を始めます。この
試みを「チャレンジショップ」と呼び、文字通り開業にチャ
レンジする人たちと空き店舗対策を図る地元商店街との双方
のメリットを目指す試みです。
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